


冤罪救済を妨害する法制審答申による再審法改悪に反対し、
国会主導で冤罪被害者を救う再審法を実現することを求める要請書

国会議員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様　　　

国民の生活と権利の擁護にご尽力されていることに、心より敬意を表します。
法制審議会は、2月12日、刑事法（再審関係）部会がとりまとめた再審手続改正の要綱（骨子）を採択し、法務大臣に答申しました。しかし、この「答申」は再審請求を困難にし、冤罪救済の道を閉ざすものだと言わざるを得ません。
私たち日本国民救援会は、冤罪被害者の救済をめざす人権団体として、免田、財田川、松山、島田の死刑再審無罪４事件、そして５件目の死刑再審無罪となった袴田事件を支援し、近年でも足利、東電「OL」殺人、布川、東住吉、松橋、湖東、福井など、再審無罪事件を支援してきました。2月に最高裁で再審開始が確定した日野町事件も、その一つです。
私たちはこれらの経験から、再審法改正を求めてきましたが、法制審の答申は冤罪救済に逆行するもので、答申にもとづく法改正に強く反対するものです。同時に、解散・総選挙で廃案となった超党派議連の再審法改正案こそが真の冤罪救済に資すると考えており、早期に再提出されるよう要請するものです。以下、その理由を述べます。（なお、文中の「再審法」とは刑事訴訟法第4編「再審」の諸規定をさします）

死刑囚だった袴田巖さんの再審無罪は、日本の再審法の大きな欠陥を示しました。警察・検察が持つ証拠が十分に開示されないこと（無罪証拠を隠す）、裁判所の再審開始決定に対する検察の不服申立てで手続が長引くこと、審理のルールが十分に整っていないことなどです。袴田さんは、５８年の歳月をかけてその問題を社会に突きつけたのです。今回の答申のままでは、第二、第三の袴田さんを生みかねません。
「答申」には、特に見過ごせない問題があります。
第一に、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが禁止されていないことです。
袴田さんが無罪をかちとるまで長い時間要した背景には、再審開始決定への検察官による不服申立てが繰り返され、救済が遅れるという現実があります。そもそも法務大臣の諮問は「検察による不服申し立ての是非」の検討を求めていました。しかし答申では、この論点が丸ごと削除され、結局「現状のまま」とされました。諮問制度を愚弄するものと言われても仕方ありません。
＊議連案では、はっきりと不服申し立てを禁止するとしています。
第二に、証拠開示の範囲を大きく狭めることです。
答申は、再審の請求理由に関連すると認められる証拠、つまり新証拠に直接関連するものに開示対象を限定し、さらに「関連性」や「必要性」などの要件をつけています。これは裁判官の裁量で広く証拠開示が可能である現行制度からも大幅に後退するものです。実際には、最初から「無罪の決定打」が分かるとは限りません。再審の過程で、検察側が持っていた重要資料が明らかになり、無罪につながる事例が圧倒的です。開示範囲が狭まれば、重要証拠にたどり着けない可能性が高まります。この制限は、検察の証拠隠しを温存するものです。
＊議連案では、再審請求人や弁護人が開示の請求をすれば原則開示されます。
第三に、開示された証拠の「目的外使用」を罰則付きで禁止することです。
再審請求審は非公開で行われるため、外部からは何が争点かが見えにくい制度です。「目的外使用」が広く禁止されると、開示証拠をもとに問題点を支援運動や報道によって社会に伝えることができなくなり、再審の審理は完全なブラックボックスになってしまいます。袴田事件の無実を証明した「5点の衣類」のカラー写真も公表できなくなります。新聞協会も「国民の知る権利にこたえられない」として目的外使用禁止に反対しています。
＊議連案には、この規定はありません。
第四に、再審請求の「スクリーニング（選別）」制度の導入です。
答申は、一定の要件に達しない請求を、「門前払い」出来る制度を導入しようとしています。証拠も十分に調べられないまま請求が却下される恐れがあります。財田川事件では死刑囚の谷口氏が「無実だ」と訴える手紙を読んだ裁判官が疑問を抱いたことが再審無罪に導きました。このような死刑事件での歴史的事実に照らしても「選別」の導入は冤罪救済の理念に反します。
＊議連案には、この規定はありません。

なぜ、法制審はこのような冤罪救済に逆行する答申を出したのでしょうか。
法務省の主要ポストは検察官が占め、法制審や部会も検察官が事務方を担う法務省主導で進められています。今回の再審部会でも、委員選任において、検察に批判的な再審法研究の専門家は一人も選ばれていません。冤罪を生み出してきた検察が主導したため、最終的な要綱案は、検察の意向を色濃く反映した内容となっています。
このように、今回の法制審答申は、冤罪を作り出し、本来改革の対象となるべき検察が主導して作られたものであり、冤罪救済を前進させるものとは言えません。法制審議会総会では、出席委員17人のうち4人が反対、1人が棄権するという異例の事態となりました。これは、答申の内容に重大な問題があることを示しています。
また、元裁判官63人が「（現状からの）改悪以外の何物でもない」とする連名声明を発表したほか、刑事法学者135人の共同声明も出されています。長年にわたり再審法の不備で苦しんできた冤罪被害者とその家族からも抗議の声が上がっています。新聞各紙も社説で、「冤罪救済に資さぬ再審見直し」（日経）、「冤罪救済の視点足りない」（毎日）と厳しく指摘しています。一方で、「議連案をこのまま葬るな」（産経）と、冤罪被害者をはじめ、議連法案の再提出を求める声も日に日に強まっています。高市総理も今国会で「答申というのは非常に重いものだが、与党内審査があり、そして超党派の議連でもご議論いただいている。そういったご意見をしっかりと踏まえて適切に判断をする」（2月27日、衆院予算委員会）と答弁されています。
議連法案は、証拠開示を幅広く認めるとともに、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを全面的に禁止するなど、冤罪の真の救済に資する内容です。
私たちは、超党派議連による再審法改正案が国会に再提出され、国会主導で冤罪被害者を救う再審法の改正が実現されることを強く望みます。
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